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雇用・労働関係の助成金について
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雇用・労働関係の助成金について

左記のような案内を用意させていただいております

ハローワーク、または助成金センターにありますの

で、お申し付けください



雇用・労働分野の助成金

4

雇用関係助成金パンフレット｜厚生労働省 より

目的 関連 助成金 コース

A 労働者の雇用維持を図る 雇用維持関係
１雇用調整助成金
２産業雇用安定助成金

B 在籍型出向を支援する 在籍型出向支援関係 ２産業雇用安定助成金

C 離職する労働者の再就職支援を行う 再就職支援関係 ３早期再就職支援助成金 Ⅰ再就職支援 Ⅱ雇入れ支援

D 中途採用する
転職・再就職拡大支援
関係

３早期再就職支援助成金 Ⅲ中途採用拡大 ⅣＵＩＪターン

E 新たに労働者を雇い入れる 雇入れ関係

４特定求職者雇用開発助成金

Ⅰ特定就職困難者 Ⅱ発達障害者・難治性疾患
患者雇用開発 Ⅲ中高年層安定雇用支援 Ⅳ生
活保護受給者等雇用開発 Ⅴ成長分野等人材確
保・育成

５トライアル雇用助成金
Ⅰ 一般 Ⅱ障害者 Ⅲ障害者短時間 若
年・助成建設労働者 Ⅳ 地域雇用開発

F 労働者の雇用環境の整備を図る 雇用環境の整備関係等

15人材確保支援助成金
Ⅰ雇用管理制度・雇用環境整備助成
Ⅱ中小企業団体助成 Ⅲ建設キャリアアッ
プシステム等活用促進 Ⅵ外国人労働者就
労環境整備助成

18キャリアアップ助成金
Ⅰ正社員化 Ⅱ障害者正社員化 Ⅲ賃金規
定改定 Ⅳ賃金規定共通化 Ⅴ賞与・退職
金制度導入 Ⅵ社会保険適用時処遇改善

G 仕事と家庭の両立支援等に取り組む
仕事と家庭の両立支援
関係等

19両立支援助成金

Ⅰ出生時両立支援 Ⅱ介護離職防止支援 Ⅲ
育児休業支援 Ⅳ育休中等業務代替支援 Ⅴ
働き方選択制度等支援 Ⅵ事業所内保育施設
Ⅶ不妊治療及び助成健康課題対応両立支援

H 労働者の職業能力の向上を図る 人材開発関係 20人材開発支援助成金

Ⅰ人材育成支援 Ⅱ教育訓練休暇等付与
Ⅲ建設労働者認定訓練 Ⅳ建設労働者技能
実習 Ⅴ人への投資促進 Ⅵ事業展開等リ
スキリング支援

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/000763045.html


働き方改革に関連する助成金
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助成金概要

働き方改革推進支援助成金

業務改善助成金

キャリアアップ助成金

労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組
む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成す
るものです。長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減等に取り
組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低
い賃金（事業場内最低賃金）の引上げを図るための制度です。生産
性向上のための設備投資（機械設備、POSシステム等の導入）など
を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備
投資などにかかった費用の一部を助成します。

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非
正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社
員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材
を確保するために、是非、この助成金制度をご活用ください。

出典：厚生労働省ホームページ（https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/subsidy.html）



働き方改革推進支援助成金
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労働時間短縮・年休促進支援コースの助成内容

制度のポイント 労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小

企業事業主に、外部専門家のコンサルティング、労働能率の

増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上げた場

合に助成します。同時に賃金引き上げを行った場合、助成金

上限額が加算されます。

利用できる企業 中小企業や中小企業が属する団体が利用可能

助成額 賃上げを行った場合は、「賃上げ加算」として各コースの助

成額に最大360万円を加算

※労働者数30人以下の場合は、最大720万円を加算します。

※賃上げ額そのものを助成するものではありません

手続き 労働局雇用環境・均等室に交付申請書提出（締切：11月28日（金））

交付決定後、計画書に沿って取組を実施（R8年1月30日（金）まで）

労働局に支給申請（申請期限：事業実施予定期間が終了した日から起算し

て30日後、またはR8年2月6日のいずれか早い日）

※本助成金は国の予算に制約されるため締切り日（11月28日）以前い受付を締切る場合あ

り

相談窓口 島根労働局 雇用環境・均等室 0852-20-7007

注意：令和７年度申請は
終了しています



働き方改革推進支援助成金
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活用事例

注意：令和７年度申請は
終了しています

企業の課題

助成金に
よる取組

改善の結果

新たに機械・設備を導入

して、生産性を向上させ

たい！

労働能率を増進するため

に設備・機器などを導入

新たな機器・設備を導入

して使用するようになっ

たところ、実際に労働能

率が増進し、時間当たり

の生産性が向上した。

生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に!!

始業・終業時刻を手書き

で記録しているが、管理

上のミスが多い！

労務管理用機器や、ソフ

トウェアを導入

記録方法を台帳からIカー

ドに切り替えたことで、

始業・終業時刻を正確に

管理できるようになり業

務量の平準化につながっ

た。

業務上の無駄な作業を見

直したいが、何をすれば

いいか分からない！

外部の専門家によるコン

サルティングを実施

専門家のアドバイスで業

務内容を抜本的に見直す

ことができ、効率的な業

務体制などの構築につな

がった。

１ 2 3



以下の「成果目標」から１つ以上を選択
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の縮減
②年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
③時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定する特別
休暇を１つ以上新規導入
（※５）上記①から③の成果目標に加えて、指定する労働者
の時間当たりの賃金額を３％以上５％以上または７％以上引
き上げることを成果目標に加えることができます。

働き方改革推進支援助成金
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労働時間短縮・年休促進支援コースの助成内容

労働時間短縮・年休促進支援コース

生産性を向上させ、労働時間の削減

や年次有給休暇の促進に向けた環境

整備に取り組む中小企業事業主の皆

さまを支援

①労務管理担当者に対する研修(※3)

② 労働者に対する研修(※3)、周知・啓発

③外部専門家によるコンサルティング

④就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤人材確保に向けた取組

⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用

機器、デジタル式運行記録計の導入・更新

(※4)

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器など

の導入・更新(※4)

①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働
時間数の縮減
②年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
③時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で
規定する特別休暇を１つ以上新規導入
（※５）上記①から③の成果目標に加えて、指
定する労働者の時間当た
りの賃金額を３％以上５％以上または７％以上
引き上げることを成
果目標に加えることができます。

取組

目標

助成額

加算

注意：令和７年度申請は
終了しています



働き方改革推進支援助成金
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業種別課題コース

運送業 病院等 情報通信・宿泊業 建築業

生産性を向上させ、労働時間

の削減や勤務間インターバル

制度の導入等に向けた環境整

備に取り組む、自動車運転の

業務に従事する労働者を雇用

する中小企業事業主の皆さま

を支援

生産性を向上させ、労働時間

の削減や医師の働き方改革の

推進等に向けた環境整備に取

り組む、医業に従事する医師

を雇用する中小企業事業主の

皆さまを支援

生産性を向上させ、労働時間

の削減や勤務間インターバル

の導入等に向けた環境整備に

取り組む、情報通信業、宿泊

業の中小企業事業主の皆さま

を支援

生産性を向上させ、労働時間

の削減や週休2日制の推進等に

向けた環境整備に取り組む、

建設業の中小企業事業主の皆

さまを支援

④ 10時間以上の勤務間イン

ターバルの導入

④９時間以上の勤務間インター

バルを導入

⑤「医師の働き方改革の推進」

の実施

④９時間以上の勤務間イン

ターバルを導入

④９時間以上の勤務間イン

ターバルの導入

⑤４週における所定休日を１

日から４日以上増加

目標が各コースで異なる

注意：令和７年度申請は
終了しています



業務改革助成金
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制度のポイント 事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業

に、その費用の一部を助成します。中小企業で働く労働者の

賃金引き上げのための生産性向上の取り組みが支援対象です。

利用できる企業 中小企業が利用可能

助成額 最大600万円

※助成額は賃金の引き上げ額、引き上げ労働者数等によって

決まります。

※賃上げ額そのものを助成するものではありません

手続き 労働局へ交付申請（計画書提出）

＊交付決定→事業実施（賃金引き上げ、設備導入、代金支払）

事業実績報告

＊交付額決定と助成金支払い→助成金受領 ＊労働局審査

※事業完了期限：R8年1月31日

相談窓口 島根労働局 雇用環境・均等室 0852-20-7007

注意：令和７年度申請は
終了しています



業務改革助成金
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業務改善助成金とは？

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向上
に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業場内最低賃金
の引き上げ計画

設備投資等の計画
機械設備導入､コンサルティン
グ､人材育成･教育訓練など

業務改善助成金を支給
（最大6 0 0 万円）

計画の承認
と実施

※ 事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、
事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

対象事業者・申請の単位

• 中小企業・小規模事業者であること（大企業と密接な関係を有する企業（みなし大企業）でないこと）
• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立て、
（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

別々に
申請

注意：令和７年度申請は
終了しています



業務改革助成金
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助成上限額 助成率

特例事業者

経費区分 対象経費の例

機器・設備の導入 • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

経営コンサルティング 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務
フロー見直し

その他 顧客管理情報のシステム化

対象となる設備投資など

一定条件を満たす特例事業者に
は、助成対象経費の拡充あり

事業場内最低賃金に応じて助成
率が変わります

引き上げ額と対象労働者数によ
り上限が決定します

対象となる投資と経費の事例

• 地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があり。
• 引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要があります。
• 複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められないので、ご注意ください。

注意点

注意：令和７年度申請は
終了しています



相談窓口

キャリアアップ助成金
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賃金規定改定コース

制度のポイント 非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定

し、その規定を適用させた場合に助成します。パートタイム

労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げが対象です。

利用できる企業 中小企業、大企業どちらも利用可能

助成額 中小企業の場合 賃上げを行った非正規雇用労働者１人あた

り4万円から最大７万円

大企業の場合 賃上げを行った非正規雇用労働者１人あた

り2.6万円最大4.6万円

手続き ・事前にキャリアアップ計画書を作成・提出
（賃金規定等を増額改定する前日までに）

・賃金規定の適用

・取り組みを6ヶ月間継続（賃金支払い）した後、2ヶ月以内

に支給申請

受給条件 １キャリアアップ計画の作成・提出

２賃金規定等の適用（有期雇用労働者等の基本給を賃金規定等に定めていること。）

３賃金アップ（２の改定）

（２の賃金規定等を３%以上増額改定し、改定後の規定に基づき６か

月分の賃金を支給していること。）

有期雇用労働者等※１の基本給を定める賃金規定等※２を３％以上増額改定し、
その規定を適用した事業主に対して、助成を行う制度です。

島根労働局 助成金相談センター 0852-20-7029



キャリアアップ助成金
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短時間労働者労働時間延長支援コース

制度のポイント 労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の

取り組みを行った事業主に助成します。

利用できる企業 小規模企業、中小企業、大企業どちらも利用可能。

※小規模企業とは常時雇用する労働者数が30人以下の事業主

助成額 （1年目）最大50万円～30万円

＊週所所定労働時間の延長と賃金増額の組合せにて１人当たり助成額決定

（2年目）最大25万円～15万円

＊更に労働時間を2時間以上延長の場合、または基本給を更に5％以上増加または

昇給、賞与もしくは退職金制度の適用

手続き ・事前にキャリアアップ計画書を労働局へ提出

＊本コースは、社会保険加入日の前日までに提出（R7年10月1日加入の場合、9月30日まで）

・取り組みを6ヶ月間継続した後、2ヶ月以内に支給申請

相談窓口 島根労働局 助成金相談センター 0852-20-7029

注意点 対象となる労働者は、社会保険の加入日の６か月前の日以前

から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条

件で就業していた者になります。

年収の壁対策の取り組みを行うことで、
労働者にとっては、「年収の壁」を意識せず働くことができ、
社会保険に加入することで、処遇改善につながる！
事業主の皆さまにおいては、人手不足の解消に！
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業務改善助成金【35億円】
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投
資等を行った場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成
➢賃金引上げ額を３コース制に再編等、地域別最低賃金改定日の前
日までの一定の時期については、事業場内最低賃金と地域別最低賃の
差額を地域の実情に応じた特例措置を講じる

働き方改革推進支援助成金【101億円】
労働時間削減等に向けた環境整備のために外部専門家のコンサルティ
ング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、改善の成
果を上げた場合に助成
➣小規模の企業における賃上げ支援を強化するため、対象労働者の現行
の賃金額を５％又は７％増加させた場合の加算額を拡充

拡充

拡充

キャリアアップ助成金（正社員化コース・賃金規定等改定コース）【554億円】
①非正規雇用労働者を正社員転換し、従前よりも賃金を３％以上増加させた場合
（正社員化コース）、②非正規雇用労働者の基本給を定める賃金規定を３％以上増
額改定し、その規定を適用した場合（賃金規定等改定コース）に助成
➣正社員化コースにつき、非正規雇用労働者に係る情報開示を新たに行った場合の
加算措置の創設

拡充



最後に
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⚫働き方改革に取組予定の事業所様には、本日紹介しました各助成金の活

用も是非検討ください。

⚫雇用・労働分野の助成金も目的別に多くの助成金がございます。

✓ 雇用の安定

✓ 職場環境の改善

✓ 仕事と家庭の両立支援

✓ 従業員の能力向上 など

是非、ご活用ください！



各種助成金窓口

17

助成金 施設名 所在地 連絡先

• 雇用調整助成金
• 産業雇用安定助成金
•  早期再就職支援等助成金
（再就職支援コース、雇入れ支援コース）

• 特定求職者雇用開発助成金
• 地域雇用開発助成金
• 人材開発支援助成金（人材育成支援コース（有期実習型訓練））
• キャリアアップ助成金

島根労働局
助成金相談センター

松江地方合同庁舎4階 0852-20-7029

• 早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース、UIJターンコース）
• トライアル雇用助成金（若年・女性建設労働者トライアルコース）
• 人材確保等支援助成金（テレワークコース以外）
• 人材開発支援助成金（建設労働者関係各コース）

島根労働局
職業対策課

松江地方合同庁舎5階 0852-20-7020

• 人材開発支援助成金
（人材育成支援コース（有期実習型訓練）以外、建設労働者関係以外の
各コース）

島根労働局
訓練課

松江地方合同庁舎5階 0852-20-7028

• 両立支援等助成金
• 人材確保等支援助成金(テレワークコース） 島根労働局

雇用環境・均等室
松江地方合同庁舎5階 0852-20-7007

• トライアル雇用助成金（若年・女性建設労働者トライアルコース以外）

ハローワーク 松江地方合同庁舎2階
0852-22-8609
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